原爆症認定を申請される方々へ

厚生労働省

· 　原爆症認定申請につきましては、平成２０年４月より「新しい審査の方針」に基づき、鋭意審査を進めておりますが、現在、たくさんの申請をいただいており、審査の結果が出るまでに時間をいただいているところです。

· 　より早く審査の結果をお伝えするため、審査に必要な書類を別紙に表記しておりますので（申請される病気によって違います）、申請に際しては医療機関の先生にご相談いただきますようお願いします。

· 　なお、資料作成の際、報告書からその都度転記する必要はありません。既存の検査報告書や病歴要約等の写しを活用していただいて結構です。資料が存在しない場合はその旨お申し出ください。

· 　厚生労働省では、書類がそろった段階で、順次、専門家の先生方の審査会に御意見をお聴きしていますので、予め書類を揃えて提出していただくことが、早い審査につながります。ご協力をお願いします。

· 　なお、別紙の書類は典型例として表記したものですので、申請者の方々の個々の状況によっては、更に追加で書類の提出をお願いすることもございます。何卒御理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

